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令和６年７月２５日からの大雨による状況について（第二十五報） 

 

令和 7年 1月 31 日(金) 17：00 時点 

酒田市総務部危機管理課 

連絡先：0234-26-5701 

１ 概況 

 （１）降水量 

   〇総降雨量（7/24 00：00 から 7/27 24：00 まで） 

    ・坂本（酒田市山元）    410.0mm 

    ・酒田大沢（酒田市大蕨）  407.5mm 

    ・白糸の滝（酒田市中野俣） 351.0mm 

    ・酒田（酒田市亀ヶ崎）   305.0mm 

    ・浜中（酒田市浜中）    214.0mm 

    ・飛島（酒田市飛島）     88.0mm 

 

   〇１時間降水量の期間最大値（7/24 00：00 から 7/27 24：00 まで） 

観測地点 １時間降水量 起時      参考事項 

 酒田 86.0mm   7/25   9:34  S24.8.24 の 77.8mm を更新 

 酒田大沢 67.5mm   7/25  12:24  － 

 浜中 55.0mm   7/25   8:45  － 

 

   〇３時間降水量の期間最大値（7/24 00：00 から 7/27 24：00 まで） 

観測地点 ３時間降水量 起時      参考事項 

 酒田 153.5mm   7/25  11:20  R2.9.4 の 146.5mm を更新 

 酒田大沢 130.0mm   7/25  12:30  － 

 浜中 110.0mm   7/25  10:50  － 

 

   〇２４時間降水量の期間最大値（7/24 00：00 から 7/27 24：00 まで） 

観測地点 ２４時間降水量 起時      参考事項 

 酒田大沢 357.5mm   7/26  04:20  － 

 酒田 289.0mm   7/26  04:00  H23.8.18 の 179.5mm を更新 

 

 （２）累加降水量の最大値 

   〇主な観測地点における累加降水量の最大値（7/24 00：00 から 7/27 24：00） 

観測地点（所在地） 累加降水量 降雨開始時刻 最大時間雨量 

 酒田大沢(酒田市大蕨) 407.5mm  7/24  6:00  49mm(7/25 08:00～09:00) 

 坂本(酒田市山元) 394mm  7/24 21:00  60mm(7/25 09:00～10:00) 

 田沢川ダム(酒田市山元) 368mm  7/24 22:00  56mm(7/25 21:00～22:00) 

 白糸の滝(酒田市中野俣) 333mm  7/24 21:00  39mm(7/25 09:00～10:00) 
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観測地点（所在地） 累加降水量 降雨開始時刻 最大時間雨量 

 酒田(酒田市上安町) 332mm  7/24 21:00  92mm(7/25 08:00～09:00) 

 臼ヶ沢(酒田市臼ヶ沢) 332mm  7/24 23:00  64mm(7/25 21:00～22:00) 

 山楯(酒田市山楯) 304mm  7/24 20:00  54mm(7/25 08:00～09:00) 

 酒田(酒田市亀ヶ崎) 294mm  7/24 20:00  71mm(7/25 08:00～09:00) 

 市条(酒田市市条) 293mm  7/24 20:00  47mm(7/25 08:00～09:00) 

 大蕨(酒田市大蕨) 269mm  7/24  6:00  50mm(7/25 08:00～09:00) 

 浜中(酒田市浜中) 206mm  7/24 15:00  50mm(7/25 08:00～09:00) 

 飛島(酒田市飛島)  74mm  7/24 19:00  18mm(7/25 11:00～12:00) 

    ※山形県河川砂防情報システムより 

     ・酒田大沢(酒田市大蕨)の累加降水量は、気象庁の資料より 

     ・最大時間雨量は、１時間ごとの値の期間最大値 

 

 （３）気象警報等発表状況（7/24 00：00 から 7/27 24：00 まで） 

区 分 注意報 警 報 特別警報 警報に切替 注意報切替 解除 

大 雨 7/24 19:47 

7/25 08:15 

(土砂災害) 

7/25 13:05 

(浸水害) 

7/25 20:10 

(土砂災害､浸水害) 
7/26 21:32 7/27 20:16 

7/25 08:41 

(土砂災害､浸水害) 

7/25 23:40 

(浸水害) 

7/26 05:50 

(土砂災害) 

洪 水 
7/24 17:22 

7/25 06:07 

－ 

7/25  8:41 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

7/26 21:32 

7/24 23:19 

7/27 01:22 

 

 （４）土砂災害警戒情報 

警戒対象地域 発表 解除 

 酒田市北部（八幡地域） 7/25 08:27 7/26 15:25 

 酒田市南部（酒田､平田､松山地域） 7/25 08:35 7/26 15:25 

 酒田市飛島（離島） － － 

 

 （５）線状降水帯の発生情報 

    次のとおり、山形地方気象台より、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続い

ていると気象情報あり。 

   ①令和６年７月２５日午後１時７分発表（顕著な大雨に関する山形県気象情報 第１号） 

    対象：庄内地方、最上地方 

   ②令和６年７月２５日午後１０時４７分発表（顕著な大雨に関する山形県気象情報 第２号） 

    対象：村山地方、庄内地方、最上地方 
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 （６）河川水位の状況 

   ①最上川下流  

 最上川下流（下瀬） 

 既定値 超過時刻 水 位 低下時刻 水 位 

 水防団待機水位   1.40m  7/25 13:20   1.43m  7/27  8:30   1.36m 

 氾濫注意水位   2.20m  7/25 16:30   2.21m  7/27  0:40   2.19m 

 避難判断水位   2.80m  7/25 18:50   2.82m  7/26 19:00   2.78m 

 氾濫危険水位   3.00m  7/25 19:30   3.02m  7/26 17:00   2.99m 

時点最高水位   7/26  6:50   4.04m  

 

 最上川下流（臼ケ沢） 

 既定値 超過時刻 水 位 低下時刻 水 位 

 水防団待機水位  13.00m  7/25 14:50  13.15m  7/27  3:10  12.97m 

 氾濫注意水位  14.00m  7/25 15:50  14.07m  7/26 22:50  13.99m 

 避難判断水位  16.20m  7/25 23:10  16.20m  7/26 14:20  16.19m 

 氾濫危険水位  16.50m  7/25  0:10  16.53m  7/26 13:20  16.47m 

時点最高水位   7/26  6:40  17.99m  

 

   ②荒瀬川 

 荒瀬川（市条） 

 既定値 超過時刻 水 位 低下時刻 水 位 

 水防団待機水位   1.80m  7/25  8:35   1.83m  7/26  2:45   1.77m 

 氾濫注意水位   2.90m  7/25  9:20   2.93m  7/25 17:00   2.89m 

 避難判断水位   3.20m  7/25  9:30   3.22m  7/25 16:00   3.17m 

 氾濫危険水位   3.70m  7/25 10:10   3.72m  7/25 15:10   3.62m 

時点最高水位   7/25 13:30   4.74m  

 

   ③日向川 

 日向川（穂積） 

 既定値 超過時刻 水 位 低下時刻 水 位 

 水防団待機水位   3.10m  7/25  9:55   3.17m  7/25 20:10   3.07m 

 氾濫注意水位   4.30m  7/25 10:55   4.33m  7/25 17:40   4.28m 

 避難判断水位   4.90m  7/25 11:50   4.92m  7/25 16:25   4.86m 

 氾濫危険水位   5.60m  7/25 13:05   5.63m  7/25 15:25   5.59m 

時点最高水位   7/25 13:40   6.20m  
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   ④京田川 

 京田川（十五軒） 

 既定値 超過時刻 水 位 低下時刻 水 位 

 水防団待機水位   4.00m  7/25 14:25   4.01m  7/27  4.00   3.99m 

 氾濫注意水位   4.60m  7/25 16:40   4.60m  7/26 18:40   4.59m 

 避難判断水位   5.10m  7/25 19:10   5.10m  7/26 12:10   5.09m 

 氾濫危険水位   5.30m  7/25 20:50   5.30m  7/26  9:00   5.29m 

時点最高水位   7/26  3:10   5.44m  

 

   ⑤相沢川 

 相沢川（石名坂） 

 既定値 超過時刻 水 位 低下時刻 水 位 

 水防団待機水位   2.30m  7/25  9:50   2.44m    －    － m 

 氾濫注意水位   3.70m  7/25 11:00   3.74m    －    － m 

 避難判断水位   5.40m  7/25 13:10   5.40m    －    － m 

 氾濫危険水位   5.89m  7/25 22:30   5.95m    －    － m 

時点最高水位   7/26  1:00   6.89m  

  

  ※山形県河川砂防情報システムより（令和 6年 7月 25 日からの状況） 

   相沢川は、「 7/26 5：10 水位 6.89m 」 の情報を最後に閉局 

 

 

２ 避難指示等の発令状況   

 （１）大雨により土砂災害警戒情報が発表されたため、７月２５日午前８時２９分に「八幡地域、

松山地域、及び平田地域」に警戒レベル４【避難指示】を発令。 

 （２）酒田地域で浸水被害の危険が高まったため、午前１１時１２分に警戒レベル４【避難指示】

を発令。これにより、酒田市全域に警戒レベル４【避難指示】の発令となった。 

 （３）午後１時５分に大雨特別警報（浸水害）が発表され、その後に荒瀬川の越水の情報があった

ため、午後２時５分に「八幡地域」に警戒レベル５【緊急安全確保】を発令。 

 （４）日向川の氾濫の情報があったため、午後７時５分に西荒瀬地区へ警戒レベル５【緊急安全確

保】を発令。 

 （５）京田川が氾濫危険水位を超過。午後９時４０分に「広野地区、広栄町、京田、錦町」へ注意

喚起のため警戒レベル４【避難指示】を再発令。 

 （６）最上川が氾濫危険水位に達する可能性ありと情報。午後１０時１０分に「亀ヶ崎、港南、松

原、十坂、宮野浦、新堀、中平田、南部、松嶺、内郷、南平田、砂越・砂越緑町」へ注意喚起

のため警戒レベル４【避難指示】を再発令。 

 （７）相沢川（石名坂観測所）で氾濫危険水位を超過したことと、田沢川ダムの放流予定ありと情

報あり。１０時５５分に「相沢川流域の各地区、田沢川流域の各地区」へ注意喚起のため警戒

レベル４【避難指示】を再発令。 
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 （８）最上川右岸の遊摺部付近で越水の可能性があるため、７月２６日 午前２時１０分に、次の

地区に警戒レベル５【緊急安全確保】を発令。なお、想定される越水の時刻は最速で午前２時

５０分頃。対象は、「亀ケ崎、港南、松原、中平田、南部、松嶺、内郷、南平田、砂越・砂越

緑町地区」。 

 （９）袖浦川に越水の危険があるため、午前２時５８分に、「錦町１～５丁目」へ警戒レベル５【緊

急安全確保】を発令。 

 （１０）市内に発表されていた土砂災害警戒情報が７月２６日午後３時２５分に解除され、同日午

後５時に市内の河川すべてが氾濫危険水位を下回ったことで、同日午後５時３分をもって、市

内に発令していた警戒レベル５【緊急安全確保】、及び警戒レベル４【避難指示】を全て解除。 

 

 

３ 避難状況等   

 （１）対 象 地 区   

   ①警戒レベル５【緊急安全確保】 → ７月２６日午後５時３分に解除 

    ・八幡地域の全域  1,888 世帯 4,880 人（男 2,336 人 女 2,544 人） 

    ・西荒瀬地区      934 世帯 2,347 人（男 1,148 人 女 1,199 人） 

    ・亀ケ崎、港南、松原、中平田、南部、松嶺、内郷、南平田、砂越・砂越緑町地区 

              11,218 世帯 16,283 人（男 7,740 人 女 8,543 人） 

    ・錦町１～５丁目   1,042 世帯  2,361 人（男 1,206 人 女 1,155 人） 

   ②警戒レベル４【避難指示】 → ７月２６日午後５時３分に解除 

    酒田地域、松山地域、及び平田地域（①警戒レベル５の地区を除く） 

              27,454 世帯 68,788 人（男 33,036 人 女 35,752 人） 

      ※世帯数と人口は令和 6年 6月 30 日現在 

 （２）避難所等の開設状況  ０か所（令和 6年 9月 29 日（日） 18：00 で全て閉鎖） 

                ※西荒瀬コミセンを 7/27 17：00 に再開設 

                 十坂コミセンを 7/29 11：00 に閉鎖 

                 一條小学校を 7/29 12：00 に閉鎖 

                 松嶺コミセンを 8/20 18：35 に閉鎖 

                 西荒瀬コミセンを 9/4 11：15 に閉鎖 

                 内郷コミセンを 9/7 16：30 に閉鎖 

                 日向コミセンを 9/15 17：10 に閉鎖 

                 大沢コミセンを 9/23 7：30 に閉鎖 

                 一條コミセンを 9/29 18：00 に閉鎖 

 （３）避難所等の最大開設数  ６３か所 

                ※7/27 11：00 に、十坂コミセンを新規で開設。7/25 に袖浦川

の越水により冠水した錦町住民の熱中症対策のため。 

 （４）現在避難者数   0 人（令和 6年 9月 28 日（土） 19：00 で全員退所） 

             ※停電していた大沢コミセンは 7/31 に復電。8/1 以降からは、大沢コ

ミセンの避難者数も含めている。 
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             ※指定避難所への避難者のほか、大沢地区等で 150 人程度の在宅避難

者、避難場所への自主避難者がいることを、訪問等により把握してい

る。 

 （５）最大避難者数   1,752 人（令和 6年 7月 26 日（金）  4：00 時点） 

              

 （６）そ  の  他   ・7/28～7/30 に、日本海病院のＤＭＡＴ【災害派遣医療チーム】２班が、 

              各避難所を巡回し避難所のアセスメントを実施 

             ・7/29 から 8/6 まで、ＤＨＥＡＴ【災害時健康危機管理支援チーム】

が、八幡支所を拠点に支援 

             ・8/1 から 8/31 に、日本赤十字社山形県支部「こころのケア班」が活

動（傾聴活動等） 

             ・8/15 から週１回、やまがたＪＲＡＴ（県災害リハビリテーション推

進協議会）が各避難所を巡回（終了） 

             ・8/6～8/9 から県栄養士会による栄養指導（戸別訪問、避難所訪問） 

             ・市保健師が中心となり訪問活動。平日 16 時から、保健所、総合支所

とミーティングを実施（継続中） 

             ・8/25 に酒田地区歯科医師会が一條コミセン、内郷コミセンを訪問 

 

４ 災害救助法の適用 

  次のとおり、本市に対し、災害救助法の適用が決定。 

  適用年月 日：令和 6年 7月 25 日 

  被害の状況等：令和 6 年７月 25 日からの大雨により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、

又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている。 

  備    考：災害救助法施行令 第１条 第１項 第４号適用 

 

５ 被災者生活再建支援法の適用 

  次のとおり、本市に対し、被災者生活再建支援法の適用が決定。 

  決 定 日：令和 6年 8月 23 日 

  発 生 日：令和 6年 7月 25 日 

  備    考：被災者生活再建支援法施行令 第１条 第２号適用 

         （本市における住宅被害 全壊が 10 以上） 

 

６ 激甚災害の指定 

  次のとおり、「令和六年六月八日から七月三十日までの間の豪雨による災害についての激甚災害

及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が公布・施行。 

  閣 議 決 定：令和 6年 9月 6日 

  公布・施 行：令和 6年 9月 11 日 

  災 害 名：令和六年六月八日から七月三十日までの間の豪雨による災害 

         （※令和６年梅雨前線による災害） 
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７ 被害状況（暫定版） 

 （１）人的被害   ○死者 １名（86歳 女性） 

           （経過） 

            ・7/25（木） 10：30 頃に自宅より避難途中で行方不明 

            ・7/27（土） 八幡地域での行方不明者の報を受け捜索開始。以降、自 

衛隊、警察、消防、消防団等で捜索を実施 

            ・7/31（水） 酒田警察署で、13：50 頃に上青沢地内の三保六（さぶろ

く）橋付近にて行方不明の女性らしき人物を発見 

            ・8/ 7（水） 酒田警察署より、ＤＮＡ鑑定等を進めた結果、行方不明 

の女性と発表あり 

 

 （２）住宅等被害  ○災害に係る住家の被害認定調査件数（令和 6年 11 月 30 日現在）【確定】 

            ・調 査 対 象 2,273 件  

            ・調査済件数 2,273 件 

 

 ＜住家被害認定調査＞                              （単位：件） 

調査済 全 壊 
大規模 
半 壊 

中規模 
半 壊 

半 壊 準半壊 
一部損壊 
(床下浸水) 

被害なし 
その他 

(非住家等) 

  2,273    13    15    31    182     47    511   1,069    405 

   ※調査対象エリアを設定し、面的に調査しているため、罹災証明の発行件数とは異なります。 

    調査実施区域：市街地の一部、西荒瀬地区の一部、八幡地域の一部、松山地域の一部、平田

地域の一部 

 

 （参考）山形県災害報告取扱要領による報告値                   （単位：件） 

調査済 全 壊  半  壊  床上浸水 床下浸水 被害なし 
その他 

(非住家等) 

  2,273    13       228       47    511   1,069    405 

 

           〇建物浸水情報 298（床上 70 床下 218 判別不明 10） 

           ・個別に報告があった浸水情報 51（床上 30 床下 11 判別不明 10） 

            ※個別に寄せられた情報の積み上げ 

           ・西荒瀬地区の建物浸水状況 247（床上 40 戸 床下 207 戸） 

            ※コミ振からの情報。上段は住居用のみ。その他、小屋等浸水多数 

           ・袖浦川の越水により、錦町の浸水が約 50件 

           ・八幡地域（荒町）の市営アパート 12棟が浸水 

           ・十坂コミセンの入口冠水 

           ・八幡地域の一條地区、観音寺地区、大沢地区で広範囲に浸水 

           ・松山地域の内郷地区で浸水 

           ・平田地域の南平田地区と砂越・砂越緑町地区で浸水（床上 1 棟、床下 2 棟） 
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 （３）観光施設   ・家族旅行村の水位計 落雷による機器の故障 １（施設運営に影響なし） 

           ・ゆりんこの敷地で一部土砂崩れ 

 

 （４）市道関係   〇被災市道  ９９ 

   ＜地域別の状況＞                    （令和 6年 12 月 25 日現在） 

路線 被災路線数 被災箇所数 通 行 可 通行止め 片側交互通行 

 酒田地域     8     14     6      2      0 

 八幡地域     44     113     25     19      0 

 松山地域      9     11      6      3      0 

 平田地域     38     91     30      7      1 

  合計      99     229     67     31      1 

     ※「被災箇所数」以外の単位は、「路線」数 

     ※「通行可」は仮復旧を含む 

 

   ＜被災の状況＞                         （令和 6年 12月 25 現在） 

原因 
倒木･ 

流 木 

道路 崩 

壊･陥没 

舗 装 

損 傷 

法面･路 

肩崩壊 

護岸 崩 

壊･洗堀 

擁 壁 

崩 壊 

土 砂 

堆 積 
橋 

安全施設 

(柵等)破損 

水路閉

塞･破損 

  290   15   40   17    96    8    6   55   11   15   27 

     ※同一路線で、複数の被災がある路線あり 

           ○道路冠水 ４４３ 

           ・その他、確認中 

 

 （５）国・県道関係 ○国道３４４号 道路陥没等の被害多数あり 

            ・八幡保育園前交差点から、最上地方方面にかけ全面通行止め 

              → 10/25 に、一部の規制（片側交互通行、幅員規制）はあるものの、

全区間の応急復旧が完了 

           （応急復旧の経過） 

            ・ 7/30 石田橋付近の迂回路が完成（片側交互通行） 

            ・ 7/31 中台橋付近の迂回路が完成 

            ・ 8/ 9 中台橋東側の応急復旧の完了（片側交互通行） 

            ・ 9/30 観音寺から北青沢の区間について、応急復旧が完了（片側交互

通行） 

            ・10/25 北青沢から真室川町差首鍋の区間について、応急復旧が完了（片

側交互通行、幅員規制あり） 

            ※峠区間は引き続き幅員規制（幅 2.2ｍ）があり、積載量が４ｔを超える

トラック等や大型バスは通行不可 
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 （６）橋梁関係   〇落橋 ２ 

            ・市道日潟線 小平沢橋（下青沢地内） 

            ・市道村北鹿島線 谷地田橋（北俣・中野俣地内） 

 （７）林道関係   ○被災林道 ５２路線、９５か所被災 

           ・林道山楯線崩壊 

 （８）農道関係   ○被災農道 １１２ 

           （主な箇所） 

           ・南麓に向かう道路（１号線）の法面崩壊 

           ・山谷農免農道の法面崩落（北俣地内） L=30ｍ×H=10ｍ 

           ・鳥海南麓第５号幹線農道の法面崩落（北沢地内） L=100ｍ×H=20ｍ 

           ・農道の法面崩落（泥沢地内） 約 9ｍにわたり崩落 

           ・農道の法面が洗堀し空洞化（大蕨地内） ２か所 

           ・農道に倒木（大蕨地内） 山腹の山林
．．

が倒れて農道を全面
．．

に塞いでいる 

           ・農道に倒木（大蕨地内） 山腹の山林
．．

が倒れて農道の一部
．．

を塞いでいる 

           ・基幹農道二夕子線の法面崩落、道路路面陥没、土砂崩れ等（大蕨地内） 

           ・農道の法面崩落（茗ヶ沢地内） 法面が崩落し、土砂で農道を塞いでいる 

            W=6ｍ×H=4ｍ 

           ・過疎基幹農道線升田の法面崩落、道路路面陥没 

           ・ふるさと緊急農道線升田（升田地内）の路面に土砂崩れによる土砂流入 

           ・農道草津線（草津地内）への農業用ファームポンドの土砂崩れ及び水路へ

の土砂流入 

           ・農道草津線（草津地内）への土砂崩れ 

           ・農道下黒川線に倒木（下黒川地内） 

           ・農道下黒川線（下黒川地内）への土砂崩れ及び路面陥没 

 （９）河川関係   ・荒瀬川が溢水（上青沢地内 １か所、大蕨地内 １か所、常禅寺地内 

            １か所、大豊田地内 ２か所） 

           ・日向川が溢水（穂積地内 １か所） 護岸損傷（左岸）あり 

            → 8/12 県庄内総合支庁で大型土のうを設置し、応急対応済み 

           ・境川が溢水（横代地内 １か所） 

           ・竹田川が溢水（竹田地内 １か所） 

           ・鈴川が溢水（山寺地内 １か所） 

           ・袖浦川が溢水（坂野辺新田・宮野浦地内 １か所、広野地内 １か所） 

           ・その他の被災河川（市管理分） ２９ 
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            ＜地域別の状況＞           （令和 6年 12 月 25 日現在） 

市管理河川 被災河川数 被災箇所数 備  考 

 酒田地域     1     5  

 八幡地域     10     43  

 松山地域      7     13  

 平田地域     13     23  

  合計     31     84  

 

 （10）ライフライン（上水道） ○八幡地域で断水発生 

                 （最大断水軒数約 1,011 軒、全軒解消済み。） 

                 ・大沢地区（大蕨、上青沢、北青沢、下青沢）、常禅寺地区、

麓地区の一部 252 軒 

                  9/3 17：00 時点で仮復旧済み。 

                 ・観音寺地区（観音寺、山根、荒町、観音寺、小泉、大久保、

塚淵、芹田、北仁田、橋本、福山、新出地区） 約 759 軒 

                  → 7/27 12:30 時点で仮復旧済み。 

                ○平田地域で断水発生 

                 （最大断水軒数約 67軒 全軒解消済み） 

                 ・田沢地区（小林、山元、西坂本地区） 56 件 

                  → 7/27 13:00 時点で仮復旧済み 

                 ・中野俣地区（円能寺） 11 軒 

                  → 8/1 19：00 時点で仮復旧済み。 

          （下水道） ○八幡浄化センター（１階）が水没 

                 9/7 仮設運転実施 

                ○松山浄化センター（１階）が水没 

                 8/15 仮設運転実施 

                ○青沢地区農業集落排水処理施設（地階）が水没 

                 8/9 仮復旧済み 

 （11）ライフライン（ガス・電気等） ・酒田、八幡、松山地域の広範囲で停電あり。 

                    最大停電戸数は 3,353 戸（令和 6年 7月 25 日 23 時） 

                    8/1 に全ての地域で復旧済み。 

 （12）公園等    ・東平田さくら公園 法面一部崩落 

           ・最上川下流緑地 日陰だな崩壊等 

           ・舞鶴公園 照明灯及び舗装破損 

           ・小泉中央公園 広場洗堀、土砂堆積等 

           ・荒町公園 土砂堆積 

           ・臼ケ沢農村公園 フェンス破損 

           ・松山河川運動公園 流木堆積 

           ・松山多目的運動広場への土砂崩れ（山寺地内） 
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           ・眺海の森グラウンドへの土砂崩れ（田沢地内） 

           ・外山キャンプ場の管理用道路の洗堀（外山越地内） 

 （13）学校     ・学校施設 雨漏り １、落雷、停電等による機器の故障 ３ 

           ※7/26 全校休校 

 （14）保育園    ・八幡保育園 園庭に土砂流入、施設の床上浸水（約 1cm）、柵の破損等 

           ・小鳩保育園 園庭及び園舎に床下浸水（正面玄関まで浸水したが、保育室

等には浸水被害なし）、園庭遊具（丸太）の移動 

           ・北平田保育園 雨漏り被害２か所 

           ・みなと保育園 落雷により火災受信機故障 

           ※7/25 ７園休園、学童１箇所のみ開所 

 （15）福祉施設   ・市内子育て支援センター閉鎖（酒田、八幡、松山、平田） 

           ・介護施設 浸水による機器の故障等 ７、落雷による機器の故障 １ 

 （16）農業     ○農作物等の被害（令和 6年 11 月 29 日現在） 

            ①農作物（浸水、冠水、土砂流入、樹体被害） 合計 5,413ha 

             水稲 5,063.60ha、大豆 283.60ha、日本なし 26.50ha、枝豆 9.72ha、オ

クラ 0.10ha、ミニトマト 0.90ha、メロン 0.40ha、アスパラガス 1.26ha、

ねぎ 6.58ha、ぶどう 1.73ha、菊 3.46ha、トルコキキョウ 0.03ha、飼料

作物等 14.80ha、牧草、WCS 

            ②農業施設（浸水） 

             農業用ハウス、カントリーエレベーター（松山地域）、畜舎、農作業小屋 

            ③農業用機械（浸水、冠水） 

             機械類多数、無人ヘリコプター２機 

           ○農地の被害 １８４、水路 １５８、その他 ４４（頭首工、揚水機場他） 

           （主な箇所） 

           ・生石地区で畑の段崩れ（前段の被害に含む） 

           ・八幡地内で水田に冠水（前段の被害に含む） 

 （17）山林     ○八幡地域 

           （主な箇所） 

            ・土砂流出と河川氾濫の複合要因によるもの 常禅寺地内、北青沢地内 

            ・土砂災害警戒区域で地滑り発生 升田地内１か所 

            ・土砂災害警戒区域から土砂流出 常禅寺地内１か所、下青沢地内２か 

             所、大蕨地内１か所、上青沢地内１か所、新出地内２か所、下黒川地内

１か所 

            ・土砂災害警戒区域急傾斜地の崩壊及び土砂崩れ 南平沢地内１か所、寺

田地内２か所、大蕨地内１か所、上青沢地内２か所、北青沢地内１か所、

新出地内３か所、下黒川地内２か所、上黒川地内１か所 

            ・河川砂防課へ対応依頼、情報提供をおこなったもの 寺田地内（宅内へ

の土砂流入）、上青沢地内（擁壁と擁壁の間より宅地へ土砂流入）、下黒

川地内（宅地への土砂流入）、新出地内（宅内への土砂流入） 
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            ・土砂災害警戒区域外での土砂崩れ（法面崩落含む） 市条地内１か所、

麓地内２か所、常禅寺地内２か所、下青沢地内３か所、大蕨地内７か所、

上青沢地内３か所、北青沢地内３か所、新出地内２か所、下黒川地内６

か所、草津地内４か所、升田地内２か所、赤剥１か所、泥沢地内３か所 

           ○平田地域 

           （主な箇所） 

            ・土砂災害警戒区域で地滑り発生 山楯地内１か所、楯山地内１か所、山

元地内３か所、田沢新田地内１か所、北俣地内１か所 

            ・土砂災害警戒区域から土砂流出 山楯地内１か所 

             ※住宅等への被害なし。県庄内総合支庁河川砂防課へ対応依頼済み 

            ・土砂災害警戒区域急傾斜地の崩壊及び土石流 北俣地内１か所 

            ・平田地域で地滑り発生 西坂本地内１か所、北俣地内２か所、山元地 

             内１か所 

            ・住宅法面一部崩落 山元地内 １か所（※空き家） 

            ・宅地内への土砂流入 楯山地内１か所 

           ○松山地域 

           （主な箇所） 

            ・土砂災害警戒区域で土砂崩れ発生 大沼新田地内１か所 

            ・土砂災害警戒区域急傾斜地の崩壊及び土砂崩れ 臼ケ沢地内１か所、引

地地内１か所 

             ※住宅等への被害なし。県庄内総合支庁河川砂防課へ対応依頼済み 

            ・松山地域で土砂崩れ 引地地内２か所 

            ・成沢川砂防流路閉塞（成興野地内） 流路詰まり L=20m 

 （18）ため池    ○ため池の被害 ４ 

           （主な箇所） 

           ・ため池（道栄堤）堤体崩壊（土淵地内） 

           ・ため池（餅山堤１）法面崩壊（下餅山地内） 

           ・大ため池周辺遊歩道路肩崩落（山寺地内） 

 （19）飛島     ・県道に倒木（法木地区） １ → 7/26 に撤去済み。 

           ・その他の被害は確認できず。 

 （20）その他    ・法定外道路の浸食（水路増水に伴い道路路面中央が掘削） 平田地域の 

            三栗谷地内 １か所 

           ・法定外道路の崩落（河川増水に伴う崩落） 平田地域の田沢地区 １か所 

           ・るんるんバス、デマンドタクシーの運転見合わせ（7/25 の午後） 

           ・家の裏の庭に流木 

           ・空港レンタカー駐車場（市営駐車場）の西面法面の崩れ 
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８ 被害額（暫定額）  約１４０．９３億円（前回比 ＋１．６９億円） 

 （１）公共土木施設関係（令和 7年 1月 31 日現在） 

   ①公共土木施設災害復旧事業分（道路・河川・橋梁） 

  区 分 被災数（箇所） 
 

被害総額（億円） 
 

前回比 前回比 

  道 路      39   －   約  9.55    － 

  河 川      22  ＋ 1   約  7.94  ＋ 0.18 

  橋 梁       4  ▲ 1   約  6.76  ▲ 0.20 

  合 計      65   －   約  24.25  ▲ 0.02 

     ※山形県発表被害額（R7.2.4 現在）の内数とは一致しません。 

 

   ②単独事業（令和 6年 12 月 25 日現在） 

  区 分 被災数（箇所） 
 

被害総額（億円） 
 

前回比 前回比 

  道 路     173   －   約  1.32    － 

  河 川      49   －   約  0.76    － 

  合 計     222   －   約   2.08    － 

 

   ③公共土木施設災害復旧事業分（上・下水道） 

  区 分 被災数（箇所） 
 

被害総額（億円） 
 

前回比 前回比 

 上水道施設       2   －   約  6.29  ▲ 0.01 

 下水道施設       3  ＋ 1   約  5.38  ＋ 0.08 

  合 計       5  ＋ 1   約  11.67  ＋ 0.07 

     ※下水道施設には農業集落排水処理施設も含めています。 

     ※山形県発表被害額（R7.2.4 現在）の内数とは一致しません。 

     ※山形県発表被害額（R6.11.20 現在）の内数は前回数値（約 31.70 億円）のため 

一致しません。 

 

 （２）農林水産関係（令和 7年 1月 31 日現在） 

区   分 被災数 
 

被害総額（億円） 
 

前回比 前回比 

①農作物   5,413ha   －    約 35.89  ＋ 0.02 

②農業用機械    650 件   －   約  5.85    － 

③農業施設等（ハウス・畜舎等）    4.69ha   －   約  7.29    － 

④農地・農道・土地改良施設    502 件   －   約 47.00    － 

⑤林道関係   52 路線   －   約  6.90  ＋ 1.62 

    合 計    －   －   約 102.93  ＋ 1.64 

     ※①は令和 6年 11 月 29 日現在、②と③は令和 6年 12 月 19 日現在、④は令和 6年 12月

12 日現在。⑤は令和 6年 11 月末現在。 
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９ 市の対応 

 7/25（木） 08：00  第１警戒配備（危機管理課、土木課、及び各総合支所） 

       08：29  警戒レベル４【避難指示】を発令（八幡地域、松山地域、及び平田地域） 

       08：40  第１非常配備 

            災害対策本部設置 

       09：30  災害対策本部会議（第１回） 

       11：12  警戒レベル４【避難指示】を発令（酒田地域） ※対象を市内全域に拡大 

       11：30  災害対策本部会議（第２回） 

       14：05  警戒レベル５【緊急安全確保】を発令（八幡地域） 

       15：33  陸上自衛隊への派遣要請（受理）の連絡あり 

       16：45  災害対策本部会議（第３回） 

       21：40  京田川の水位上昇による注意喚起のため警戒レベル４【避難指示】を再発

令（広野地区、広栄町、京田、錦町）  

       22：10  最上川の水位上昇による注意喚起のため警戒レベル４【避難指示】を再発

令（亀ヶ崎、港南、松原、十坂、宮野浦、新堀、中平田、南部、松嶺、内

郷、南平田、砂越・砂越緑町） 

       22：55  相沢川の水位上昇及び田沢川ダムの放流による注意喚起のため警戒レベ

ル４【避難指示】を再発令（相沢川流域の各地区、田沢川流域の各地区） 

 7/26（金） 02：10  警戒レベル５【緊急安全確保】を発令（亀ケ崎、港南、松原、中平田、南

部、松嶺、内郷、南平田、砂越・砂越緑町地区） 

       02：58  警戒レベル５【緊急安全確保】を発令（錦町１～５丁目） 

       05：00  災害対策本部会議（第４回） 

       10：30  災害対策本部会議（第５回） 

       16：00  災害対策本部会議（第６回） 

       17：03  市内に発令していた、警戒レベル５【緊急安全確保】、及び警戒

レベル４【避難指示】を全て解除 

       19：30  災害対策本部会議（第７回） 

 7/27（土） 09：00  行方不明者（八幡地域）の対応開始 

 7/28（日） 08：00  災害対策本部会議（第８回） 

 7/29（月） 08：30  災害対策本部会議（第９回） 

       17：00  災害対策本部会議（第１０回） 

 7/30（火） 10：00  全議員勉強会 

       17：00  災害対策本部会議（第１１回） 

 7/31（水） 17：00  災害対策本部会議（第１２回） 

 8/ 1（木） 17：00  災害対策本部会議（第１３回） 

 8/ 2（金） 17：00  災害対策本部会議（第１４回） 

 8/ 3（土） 17：00  災害対策本部会議（第１５回） 

 8/ 5（月） 16：00  災害対策本部会議（第１６回） 

 8/ 6（火） 16：00  災害対策本部会議（第１７回） 
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 8/ 7（水） 16：00  災害対策本部会議（第１８回） 

 8/ 8（木） 16：00  災害対策本部会議（第１９回） 

 8/ 9（金） 16：00  災害対策本部会議（第２０回） 

 8/12（月） 16：00  災害対策本部会議（第２１回） 

 8/14（水） 16：00  災害対策本部会議（第２２回） 

 8/16（金） 16：00  災害対策本部会議（第２３回） 

 8/20（火） 16：00  災害対策本部会議（第２４回） 

 8/23（金） 16：00  災害対策本部会議（第２５回） 

 8/25（日）  9：00  大雨災害による犠牲者慰霊及び被災地復旧状況の視察等 

 8/26（月） 16：00  災害対策本部会議（第２６回） 

 8/29（木） 16：00  災害対策本部会議（第２７回） 

 9/ 2（月） 16：00  災害対策本部会議（第２８回） 

 9/ 5（木） 16：00  災害対策本部会議（第２９回） 

 9/ 9（月） 16：00  災害対策本部会議（第３０回） 

 9/12（木） 16：15  災害対策本部会議（第３１回） 

 9/17（火） 17：00  災害対策本部会議（第３２回） 

 9/19（木） 16：00  災害対策本部会議（第３３回） 

 9/24（火） 16：00  災害対策本部会議（第３４回） 

 9/26（木） 16：00  災害対策本部会議（第３５回） 

 9/29（日） 18：00  避難所から全ての避難者が全員退所したことにより、全ての避難所を 

閉鎖 

 9/30（月） 16：00  災害対策本部会議（第３６回） 

       16：24  災害対策本部を廃止 

            以降は、災害復興本部を設置し、対応中 

 

 

１０ 他自治体からの応援状況  ※令和 6年 8月 29 日（木） 9：00 現在 

 （１）被災家屋等の被害認定調査（業務所管課：税務課）  48 人 

   ・山形県職員 10 人（8/7～11、8/13～16）、寒河江市 2 人（8/7～11、8/13～16）、朝日町 2

人（8/7～11）、村山市 1人（8/7～11）、尾花沢市 1人（8/7～11、8/13～16）、長井市 1人

（8/7～11）、三川町 1人（8/7～11）、三川町 2人（8/13～16）、山形市 2人（8/13～16）、

山辺町 1人（8/13～16）、中山町 1人（8/13～16）、東根市 1人（8/13～16）、米沢市 1人

（8/13～16）、川西町 1人（8/13～16）、飯豊町 1人（8/13～16）、宮城県大崎市職員 2人

（8/7～10、8/14～16）、東京都武蔵野市 2人（8/14～23）、富山県南砺市 1人（8/15～23） 

 （２）応急修理の受付及び建築確認審査業務（業務所管課：建築課）  12 人 

   ・山形県職員 1人（8/19～9/13）、東京都北区 2 人（8/13～20、8/20～28、9/8～14、9/15～

21、9/22～26）、山形県職員 1人（9/30～10/11） 

 （３）公営住宅・賃貸仮設住宅の受付と相談（業務所管課：建築課）及び罹災証明に係る相談受付

業務（業務所管課：市民課）  4 人 
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   ・村山市 1 人（8/13～16）、尾花沢市 1人（8/19～23）、白鷹町 1人（8/26～30）、中山町 1

人（9/2～6） 

 （４）酒田市全域の山林・林道災害の被災状況確認（業務所管課：農林水産課）  54 人 

   ・山形県庄内総合支庁 54 人（7/31～8/9） 

 （５）災害ボランティアセンター運営支援・ニーズ調査（業務所管課：こども未来課）  13 人 

   ・岩手県平泉町 2人（8/7～13、8/14～20、8/21～28）、千葉県酒々井町 2 人（8/19～24）、

東京都武蔵野市 2 人（8/27～9/1）、東京都武蔵野市 1 人（9/2～8）、東京都武蔵野市 2人

（9/9～15） 

 （６）災害マネジメント業務（業務所管課：危機管理課）  2 人 

   ・宮城県大崎市 2人（8/7～10） 

 （７）避難所運営業務（業務所管課：人事課）  9 人 

   ・村山市 1人（8/14～18）、米沢市 1人（8/14～18）、三川町 1人（8/19～25）、三重県南伊

勢町 2人（8/7～19、8/19～25）、千葉県酒々井町 2人（8/14～19） 

 （８）農地・土地改良施設の被害調査（業務所管課：農林水産課）  14 人 

   ・山形県職員 6人（7/31～8/9）、山形県職員 2人（9/17～）、農林水産省職員（MAFF-SAT）

1 人（9/17～） 

   ・山形県職員 2 人（9/24～12/20）、農林水産省職員 1 人（9/24～12/20）、岩手県職員 1 人

（9/24～12/20）、新潟県職員 1人（9/24～12/20） 

    ※査定終了後に一旦派遣終了。その後、設計に向けた体制を整えて再開。 

 （９）応急給水支援業務（業務所管課：上下水道部管理課）  2 人 

   ・鶴岡市 2人（7/26） 

 

 

１１ 市の主な支援 

 （１）大雨災害に関する相談窓口の設置 

  【被災者支援相談窓口（令和 6年 11 月 29 日現在）】 

   ①住宅に関すること全般（支援制度・市営住宅等）  

                     建 築 課   市役所５階  TEL：26-5749 

   ②家電の助成に関すること      危機管理課   市役所４階  TEL：26-5701 

   ③被災者生活再建支援、義援金、貸付金に関すること  

                     地域福祉課   市役所１階  TEL：26-5424 

   ④罹災証明の申請に関すること    市 民 課   市役所１階  TEL：26-5723 

   ⑤罹災証明の再審査に関すること   税 務 課   市役所２階  TEL：26-5715 

   ⑥減免制度等に関すること      税務課ほか          TEL：26-5712 

   ⑦災害ごみの処分、公費解体など   環境衛生課          TEL：31-0933 

   ⑧農作物被害支援など        農 政 課   市役所 2階  TEL：26-5792 

   ⑨農地や農道被害支援など      農林水産課   市役所 2階  TEL：26-5754 

   ⑩事業者の被災支援など       商工港湾課   市役所 6階  TEL：26-5361 

   ⑪その他の相談など 
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           ・酒田市被災者生活支援・地域支え合いセンター   TEL：23-5765 

           ・まちづくり推進課   市役所２階        TEL：26-5771 

           ・八幡総合支所     １階           TEL：64-3111 

           ・松山総合支所     １階           TEL：62-2611 

           ・平田総合支所     １階           TEL：52-3111 

 

  【被災者支援案内窓口（令和 6年 11 月 1 日まで）】 

    被災者支援用の案内窓口で、被災者ハンドブックや主要支援制度チラシや申請書の配付、申

請する各課の案内を行いました。 

    職員を配置しての対応は終了しましたが、無人化での市役所（１階）市民課前特設窓口は継

続設置中。 

    （被災者支援案内窓口開設の経過） 

     ・開設期間   令和 6年 9月 4日（水）から令和 6年 11 月 1日（金）まで 

     ・市役所 １階 市民課前特設窓口 平日 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分  

       職員を配置しての対応は 9月 27日（金）で終了。9月 30 日（月）から 11 月 1 日（金）

までは無人化で対応。 

      （無人化での対応内容）【継続中】 

       ①制度及び各担当部署 案内の表示 

       ②被災者ハンドブックや主要支援制度チラシや申請書の設置 

     ・八幡総合支所 １階 月・水・金曜日 【11 月 1日（金）で終了】  

      （開設時間） 

       9 月 4 日（水）から 10月 17 日（木）まで  午前 9時～午後 4時 30 分 

       10 月 18 日（金）から 11 月 1 日（金）まで  午前 9時～12 時（時間短縮） 

     ・松山総合支所 １階 火・木曜日 午前 9時～午後 4時 30分 【10 月 3 日（木）で終了】 

 

 

  【各種相談先（令和 6年 11 月 28 日まで） ※参考掲載】 

   ①総 合 相 談  

    ・まちづくり推進課  市役所２階 TEL：26-5771 

    ・八幡総合支所    １階 TEL：64-3111 

    ・松山総合支所    １階 TEL：62-2611 

    ※総合窓口では、以下の②～⑩以外の相談を受付 

   ②罹 災 証 明 申 請    市 民 課     市役所１階 TEL：26-5723 

                ※申請は、八幡・松山・平田の各総合支所でも受付します。 

   ③市公営住宅・住まいに  建 築 課     市役所５階 

    関する支援制度               ・市公営住宅   TEL：26-5747 

                          ・住まい     TEL：26-5748 

                八幡総合支所 月・水・金曜日 午前 9時～12 時（当面の間） 

   ④生活家電購入補助    危機管理課     市役所４階 TEL：26-5701 
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   ⑤被災者生活再建支援   地域福祉課     市役所１階 TEL：26-5424 

    制度、貸付金 

   ⑥農 業 被 害    農 政 課     市役所２階 TEL：26-5752 

                農林水産課     市役所 2階 TEL：26-5754 

                松山総合支所産業係       TEL：62-2611 

                平田総合支所産業係       TEL：52-3111 

                八幡総合支所産業係       TEL：64-3111 

                ※当面の期間、「八幡総合支所管内」の方は、農政課または農林

水産課にお問い合わせください。 

   ⑦ご み の 処 分    環境衛生課     広栄町三丁目 133 TEL：31-0933 

   ⑧土 砂 回 収    土 木 課     市役所５階 TEL：26-5741 

   ⑨支援物資・寄付の受入  地域福祉課     市役所１階 TEL：26-5730 

   ⑩災害ボランティア    災害ボランティアセンター 

                八幡タウンセンター（観音寺字寺ノ下 41 番地） 8/20 から 10/31 まで 

                相談受付 全日 午前 9時～午後 4時 

                参加者用 TEL：080-6879-9492 

                被災者用 TEL：080-6879-9490 

                ※令和 6年 11 月 1 日（金）からは、「酒田市被災者生活支援・地

域支え合いセンター」に移行（業務を引き継ぎ）します。 

   ※記載のない項目の相談対応は、平日の午前 8時 30分～午後 5時 15 分 

 

 （２）災害ごみの仮置き場の設置 

   発災から相当期間が経過し、災害廃棄物の搬出作業も一定程度の進捗が見られることから、各

災害ごみ仮置き場について、閉鎖または規模縮小しました。 

   なお、家屋等の解体等に関連する廃棄物（建材）については、市では処分できません。解体を

発注された事業者にご相談ください。 

 

   ・設置場所  広栄町（ごみ処理施設敷地内）仮置き場 【事前予約制】 

           酒田市広栄町 3丁目 133 番地（広栄町資源ステーション北側） 

           ※搬入の際は、罹災証明書のご提示をお願いします。 

   ・受入時間  9：00～16：30（平日のみ） 

   ・連 絡 先  市環境衛生課 TEL：31-0933 

 

  （災害ごみの仮置き場設置の経過） 

   ・開設期間  令和 6年 7月 28 日（日）   13：00～16：00 

          令和 6年 7月 29 日（月）から 11月 4日（月）まで  9：30～16：00 

          令和 6年 11 月 5日（火）以降  9：00～16：30（平日のみ） 

          ※発災から相当期間が経過し、災害廃棄物の搬出作業も一定程度の進捗が見

られることから、各災害ごみ仮置き場について、閉鎖または規模を縮小。 
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   ・設置場所  ①酒田地域 

           ・酒田市広栄町 3丁目 133 番地（広栄町資源ステーション北側） 

            → 持ち込み量と件数が少ないため、人員を配置しての受付を終了しま

す。8月 8日（木）からは、持ち込みを希望される場合は、事前に市環

境衛生課（TEL：0234-31-0933）までご連絡ください。 

             → 11 月 5 日（火）からは平日のみの受け入れに変更 

           ・酒田市宮海字新林 400 番地（旧酒田工業高校跡地） 

            → 9 月 8 日（日）で一般受付を終了。 

          ②八幡地域 

           ・酒田市市条字村ノ前 25番地の 3（一條コミュニティセンター敷地内） 

            → 持ち込まれたごみの量が多く、搬出の作業を並行して行うことが困

難なため、8月 6日（火）で閉鎖しました。 

           ・酒田市麓字緑沢 20-1（旧八幡斎場跡地） 

            ※8月 8日（木） 9：30 に開設 → 11 月 4日（月）午後 4時で閉鎖 

          ③松山地域 

           ・酒田市相沢字道北 92番地（ニュートラック松山第四駐車場） 

            ※7月 29 日（月） 11：00 に開設 

            → 持ち込まれたごみの量が多く、搬出作業に時間を要するため、ニュー

トラック松山第三駐車場に移設
．．．．．．．．

しました。 

           ・酒田市相沢字道北 92番地（ニュートラック松山第三駐車場
．．．．．

） 

            ※8月 16 日（金）に開設（第四駐車場から移設） 

            → 9 月 8 日（日）で一般受付を終了。 

 

 （３）罹災証明書【受付終了】 

   洪水、崖崩れ、地震、津波、地滑りなどの自然現象で、被害を受けた方が保険金の支払いや公

的な支援を受けたりするときに必要な証明書。申請受付後、市の職員等が被害状況の調査を行い、

被害の程度により全壊（50％以上）、大規模半壊（40％以上、50％未満）、中規模半壊（30％以上、

40％未満）、半壊（20％以上、30％未満）、準半壊（10％以上、20％未満）、準半壊に至らない一

部損壊（10％未満）の 6段階で診断を行い、証明書を発行します。 

   ・受付開始  令和 6年 7月 29 日（月） 13：00 から 

   ・受付場所  ①酒田市役所市民課 

          ②八幡総合支所市民係 

          ③松山総合支所市民係 

          ④平田総合支所市民係 

   ・被害対象  住家 

   ・申請期限  令和 6 年 10 月 31 日（木） （最終は、令和 6年 11月 29 日（金）まで延長） 

   ※住家以外の、物置や店舗などの非住家の場合や、申請期限を超えた場合は、「罹災届出証明

書」を発行します。「罹災届出証明書」は、被害を受けた事実を市に届け出たことの証明で、

被害の原因・程度を証明するものではありません。 
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   ※7/30（火） 10:00 から、市税務課で被害認定調査を開始しています。 

    8/ 6（火） 午後から、調査本部を平田総合支所に移転。 

    8/ 7（水） 他自治体からの応援職員の協力のもと、8/7 から最大 14 班体制で調査開始。 

          ＜ご協力いただいた自治体＞ 

           山形県職員 10 人（8/7～8/11、8/13～8/16）、県内市町村職員 8 人（8/7～

8/11）、県内市町村職員 13 人（8/13～8/16）、宮城県大崎市 2人（8/7～8/10、

8/14～8/16）、東京都武蔵野市 2 人（8/14～8/23）、富山県南砺市 1 人（8/15

～8/23） 

   ※罹災証明申請件数 629 件のうち、調査実施済件数 598 件 （令和 6年 11 月 30 日現在） 

 

 （４）災害ボランティアセンターの設置【被災者生活支援・地域支え合いセンターに移行】 

   酒田市災害ボランティアセンターは、令和6年7月27日にひらたタウンセンター内に設置し、

8月 20 日からは八幡タウンセンター内に移転し活動を行いました。 

   令和 6 年 11 月 1 日（金）からは、「酒田市被災者生活支援・地域支え合いセンター」に移行

（業務を引き継ぎ）し活動しています。 

 

  ○ボランティア活動状況（令和 6年 11月 10 日現在） 

   ・活動件数 890 件（軒）  ・活動人数 7,786 人 

 

  （災害ボランティアセンター開設の経過） 

   ・名   称  酒田市災害ボランティアセンター（社会福祉法人 酒田市社会福祉協議会） 

   ・活 動 拠 点  ①酒田市飛鳥字契約場 35 ひらたタウンセンター内 

            設置期間：令和 6年 7月 30 日から 8月 19 日まで 

           ②酒田市観音寺字寺ノ下 41 番地 八幡タウンセンター内 

            設置期間：令和 6年 8月 20 日から 10月 31 日まで 

   ・設 置 日  令和 6年 7月 27 日（土） 

   ・活 動 期 間  令和 6年 7月 30 日（火）～令和 6年 10月 31 日（木） 

   ・活 動 内 容  ①個人宅や避難場所等における被災者の状況調査・被災者ニーズの把握 

            （7/27～） 

           ②ボランティアが支援を行う被災者ニーズを判断し関係機関などへの情報

の提供 

           ③各種広報媒体等によるボランティア活動希望者への情報発信 

           ④災害ボランティア活動を支援する物資の確保 

 

 

   【酒田市被災者生活支援・地域支え合いセンター】 

    ・所   在  酒田市地域福祉センター内（新橋二丁目 1番地の 19） 

    ・運   営  社会福祉法人 酒田市社会福祉協議会（酒田市受託事業） 

    ・設 置 日  令和 6年 11 月 1日（金） 
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    ・業務内容  ①個別訪問による現況等の調査及び支援方針の作成 

            ・ニーズ把握と課題に応じた支援方針の検討 

           ②見守り、相談支援等 

            ・巡回訪問等を通じた見守り、声かけ 

            ・日常生活に関する相談支援、生活支援、情報提供 

           ③専門機関等へのつなぎ 

            ・専門機関、関係支援機関へのつなぎ 

           ④コミュニティづくりの支援 

            ・サロン活動など、被災住民同士や被災者と避難先住民との交流 

            ・地域情報の提供 

           ⑤被災者とボランティアのマッチング 

 

（５）風呂の提供【終了】 

   大雨災害で被災された方を対象に、八森温泉ゆりんこ・アイアイひらたの入浴料を無料として

入浴支援します。 

   ・期  間  令和 6年 7月 29 日（月）から令和 7年 1月 31 日（金）まで 

   ・利用時間  八森温泉ゆりんこ  午前 6時 30 分～午後 9時（第２・第４火曜日休館） 

          湯の台温泉鳥海山荘 午前 11 時～午後 9時（入浴時間） 

          アイアイひらた   午前 8時 30 分～午後 8時 30分（毎週木曜日休館） 

   ・利用方法  フロントで必要書類を記入 

 

 （６）市税及び国民健康保険税に関すること 

   風水害などで被害を受けた場合は、法人市民税の申告等期限の延長や、被害の程度により市税

及び国民健康保険税を減免する制度があります。受け付けは市税務課です。 

   ①災害による法人市民税の申告等の期限延長 

     災害その他やむを得ない理由により、申告、申請、請求その他の書類の提出（審査請求に

関するものを除く。）または納付もしくは納入に関する期限までにこれらの行為をすること

ができない場合に、申告等の期限延長（災害がやんだ日から 2か月以内）の指定を受けるこ

とができます。 

   ②市税及び国民健康保険税の災害による減免制度 

     火災や風水害、震災などで被害を受けた場合、その被害の程度に応じて市税及び国民健康

保険税を減免する制度が設けられています。 

     令和 6 年 7 月 25 日からの大雨による災害で被災された方の市税等の減免申請について

は、税務課で受け付けています。 

 

     令和６年度分の市税等で、令和 6年 7月 25 日以後に納期が到来する税額が減免対象にな

ります。減免の申請期限は次のとおりです。 
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      ○市民税・県民税・森林環境税   申請期限：令和 7年 2月 28 日 

納付方法 減免対象となる納期  ※（  ）内は納期限 

 普通徴収  第 2期（9/2）、第 3期（10/31）、第 4期（1/6） 

 特別徴収（給与）  令和 6年 7月分～令和 7年 5月分 

 特別徴収（年金）  令和 6年 8月分、10月分、12 月分、令和 7 年 2月分 

 

      ○固定資産税・都市計画税     申請期限：令和 6年 12月 31 日 

          減免対象となる納期  ※（  ）内は納期限 

 第 2期（7/31）、第 3期（9/30）、第 4期（12/2）、第 5期（1/31）、 

 第 6期（2/28） 

 

      ○国民健康保険税         申請期限：令和 7年 2月 28 日 

納付方法 減免対象となる納期  ※（  ）内は納期限 

 普通徴収 

 第 1期（7/31）、第 2期（9/2）、第 3期（9/30）、 

 第 4期（10/30）、第 5期（12/2）、第 6期（1/6）、 

 第 7期（1/31）、第 8期（2/28） 

 特別徴収（年金）  令和 6年 8月分、10月分、12 月分、令和 7 年 2月分 

 

      ※上記の申請期限以後に申請した場合は、原則どおり、納期限の 7日前まで申請し、申

請日以後に到来する納期限の税額を減免の対象とします。 

       例）令和 7 年 1月 6日に固定資産税の減免申請をした場合は、第 5期（1/31）と第 6

期（2/28）の税額が減免対象になります。 

 

    （臨時窓口の開設状況 ※現在は終了しています） 

     次のとおり、八幡総合支所と松山農村環境改善センターに臨時窓口を開設しました。 

     ・八幡総合支所 

      令和 6年 9月 26 日（木）～9月 28日（土） 9 時 30 分～16時 

     ・松山農村環境改善センター 多目的ホール 

      令和 6年 9月 29 日（日）～10月 1日（火） 9 時 30 分～16時 

     ※臨時窓口では、次の保険料等の減免申請の受付も行います。 

       介護保険料、介護サービス利用者負担金、国民健康保険入院一部負担金、国民年金保

険料（9月 28日と 29 日は除く）、後期高齢者医療保険料及び一部負担金 

   ③市税及び国民健康保険税の猶予制度 

     納税者又は特別徴収義務者が、市税及び国民健康保険税を納期限までに納められない特

別な事情がある場合は、その具体的な事情に応じて、申請により徴収を緩和する徴収猶予と

換価の猶予の制度があります。 

     この猶予制度は、本来の納期によらず、最長１年以内で納付できるように納税計画を作成

のうえ納税いただく制度です。 
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 （７）市営住宅等の提供 

   今回の大雨による災害で、住宅の使用が困難になった方へ、一時的な市営住宅等を提供します。

入居を募集している住宅は、市建築課及び各総合支所の建設係で確認できます。 

   ・提 供 住 宅  入居可能な市営住宅 

           ※冷暖房設備は設置されていません。また、電気、ガス、水道等の手続きは、

入居者が行う必要があります。 

            ・エアコン及び家電（冷蔵庫、洗濯機、テレビ）は、家電製品購入に対す

る購入支援が別にあります。 

            ・コンロは、希望により株式会社ＩＮＰＥＸ 様と、株式会社酒田天然ガ

ス 様から無償提供いただいたコンロがご使用できます。 

   ・入 居 期 間  入居後１年間以内（最長２年間） 

   ・家 賃 等  免除（住宅使用料、駐車場使用料、及び敷金） 

           ※光熱水費や共益費などの費用は入居者負担 

   ・要   件  ①被災した自己所有の住宅以外に、他に居住できる住宅がないこと 

           ②被災状況が全壊相当、大規模・中規模半壊相当であること 

            第三回目からは、「半壊相当（床上浸水）」も追加 

            第四回目からは、「準半壊相当（床上浸水）」も追加 

           ③罹災証明書を有する、または後日提出できること 

   ・申 込 期 間  第一回目 令和 6年 7月 31 日（水）～8月 5日（月） → 終了 

           第二回目 令和 6年 8月 9 日（金）～8月 15日（木） → 終了 

           第三回目 令和 6年 8月 23 日（金）～8月 29 日（木） → 終了 

           第四回目 令和 6年 9月 5日（木）～（随時募集） 

   ・入居説明会（抽選会） 

           第一回目 令和 6年 8月 6 日（火）10：00 市役所７階 703 会議室 

                 → 終了（応募戸数 50 決定戸数 26） 

           第二回目 令和 6年 8月 17 日（土）10：00 市役所７階 703 会議室 

                 → 終了（応募戸数 43 決定戸数 13） 

           第三回目 令和 6年 8月 31 日（土）10：00 市役所７階 703 会議室 

                 → 終了（応募戸数 11 決定戸数 10） 

 

 （８）土砂回収について【終了】 

   大雨被害による土砂について、市で道路付近まで土砂の回収に伺います。 

   また、残土置場も準備しましたので、土砂等を直接、残土置場に搬入する場合は、土砂、流木、

岩石等に分けて搬入してください。 

   積雪の時期になることと、事業の進捗状況を踏まえて終了しました。 

 

   ・対象地区  西荒瀬地区、八幡地域、松山地域、平田地域で被災された地区 

          ※令和 6年 8月 6日   八幡地域の大沢地区を追加 
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          ※令和 6年 8月 15 日  八幡地域の大沢地区、中台橋以東の「曙自治会、南 

                     ノ前田自治会、青沢自治会の皆さま」を追加 

   ・回収時間  令和 6年 8月 1日（木）以降の平日 8：30～17：15 

          ※八幡地域（大沢地区を除く）は、令和 6年 8月 2日（金）から開始 

           八幡地域（大沢地区）は、令和 6年 8月 6日（火）から開始 

           八幡地域（大沢地区 中台橋以東）は、令和 6年 8月 15 日（木）から開始 

   ・回収方法  道路に搬出された土砂を、市の委託業者が回収します。宅地内の土砂を道路付

近まで搬出してください。 

           ・土砂は、そのまま積上げても、土のう袋や段ボールに入れていても回収し

ます。 

           ・自力で搬出できない自然物（流木、岩石など）は、市で順次回収します。 

            土木課路政係（TEL：26-5741）へ連絡してください。 

   ・受付終了  令和 6年 11 月 29 日（金） 17：15 

 

   ・残土置場  開設時間  8：30～17：15（土・日、祝日も開設しています） 

          ・西荒瀬地区  酒田市宮海字明治 67 番地（旧北テニスコート） 

            → 令和 6年 11 月 29 日（金）で終了 

          ・八幡地域   酒田市市条字八森 924 番地（八森サッカー場） 

                   → 令和 6年 10 月 31 日（金）で終了 

                  酒田市大蕨字脇地内（石田地内残土置き場） ※平日のみ開設 

                   → 令和 6年 11 月 29 日（金）で終了 

          ・松山地域   酒田市山寺字見初沢 64番地（多目的運動広場） 

            → 令和 6年 11 月 29 日（金）で終了 

          ・平田地域   酒田市山谷字西沢入 46番地の 19（平田Ｂ＆Ｇ） 

            → 令和 6年 11 月 29 日（金）で終了 

 

 （９）消毒薬の配付について 

   大雨災害により、床上または床下浸水を受けた家屋を対象に消毒薬を配布します。 

   ・配布する消毒液  10％塩化ベンザルコニウム液（500ml） 

   ・配布開始     令和 6年 8月 9日（金）から当面の間 

   ・配布場所     市役所本庁舎（１階 市民課前）、八幡総合支所、平田総合支所、松山

総合支所、環境衛生課（広栄町 3丁目 133 番地 管理棟 １階） 

   ・配布時間      8：30～17：00（土曜、日曜、祝日を除く） 

   ・配布の目安    １戸１本（消毒液 1本で 0.1％の消毒液を約 50 ﾘｯﾄﾙ作成可能） 

     ＜受取時のお願い＞ 

      ・取扱い上の注意事項を記載しているチラシ「塩化ベンザルコニウム（逆性石けん） 

       の使い方」を一緒にお持ちください。チラシは市ホームページ等から取得できます。 

      ・受取簿への記載をお願いします。 
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 （10）被災した住宅の応急修理費用の支援 

   令和６年７月２５日からの大雨災害で、住宅が半壊もしくは準半壊となり、自らの資力では修

理できない世帯に対し、日常生活に必要不可欠な台所やトイレ、床など最小限の応急修理に係る

費用を支援します。 

 

   ・注意事項    ・修理業者と事前にご相談ください 

            ・修理前の被害状況が分かる写真が必要となります 

            ・市が修理業者に工事費を直接支払う制度です。個人が修理費用を業者 

             に支払ってしまうと、この制度は利用できなくなります。 

             ※すでに修理業者に依頼している、または着手している場合は、すぐに

酒田市にご相談ください 

   ・対 象 者    以下のすべてに該当する方が対象になります。なお、居住実態のない空き

家などは対象になりません。 

            ①被災した住宅に居住していた 

            ②住宅の被害が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」 

             であること 

             ※被害の程度は、酒田市が発行する罹災証明書をご確認ください 

             ※「全壊」でも、修理して住む予定の方は、対象となることがあります 

            ③応急修理を行うことで自宅に居住可能となり、避難所などへの避難を

要しなくなると見込まれること 

            ④自ら修理を行う資力がないこと 

   ・応急修理の基準額   

            ・大規模半壊・中規模半壊・半壊の場合  717,000 円以内 

            ・半壊に準ずる程度の損傷を受けた場合  348,000 円以内 

   ・応急修理の範囲 傾いた柱の家起こし、浸水した床・壁の補修、ドアなどの開口部、上下水

道などの配管・配線、トイレなどの衛生設備など、日常生活に欠くことの

できない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある範囲 

   ・受付開始日   令和 6年 8月 19 日 

   ・受付窓口    必要書類を、次の窓口に提出してください。申込方法の詳しい情報や必要

な書類などは、市ホームページ等をご覧ください。 

            ①八幡総合支所         TEL：64-3111 

            ②酒田市役所建築課建築営繕係  TEL：26-5748 

   ・受付時間    平日 9：00～17：00 

   ・連絡先     専用電話番号：080-7546-8147 

   ・完了期限    令和 7年 6月末予定 

            ※併用可能な「浸水住宅復旧支援補助金」の受付期限に合わせ、2月末ま

で申請してください。 
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 （11）被災者生活再建支援金の支給 

   令和 6年 7月 25 日からの大雨災害により、住宅に大きな被害を受けた方に支援金が支給され

ます。被災の程度、被災時の世帯状況、再建の方法に応じて給付される金額が異なります。 

   本制度は、対象者が酒田市へ申請することにより、公益財団法人都道府県センターから支援金

が支給されます。 ※詳しくは市ホームページ等をご覧ください。 

   ・対  象  者  ・住宅が全壊した世帯 

             ・住宅が大規模半壊した世帯 

             ・住宅が中規模半壊した世帯 

             ・住宅が半壊、中規模半壊、または大規模半壊、あるいは住宅の敷地に

被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯（被災した建物を全

て解体した場合が対象になります） 

             ・災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続

している世帯（県から「長期避難世帯」と認定された世帯） 

   ・窓口での申請  地域福祉課福祉総合相談係  8：30～17：15 

   ・郵送による申請  （郵送先） 

              998-8540 酒田市本町二丁目２番４５号 

              酒田市健康福祉部地域福祉課福祉総合相談係 

   ・申 請 書 類  罹災証明書
．．．．．

、住民票、再建方法がわかる契約書等の写しなど。詳しくは

市ホームページ等をご覧ください。 

   ・申 請 期 限  基礎支援金 発災後 13 か月（令和 7年 8月 24 日） 

             加算支援金 発災後 37 か月（令和 9年 8月 24 日） 

 

 （12）被服、寝具その他生活必需品等の現物支給【受付終了】 

   令和 6年 7月 25 日からの大雨によって住家に被害を受け、必要な被服や日用品等を損失し、

直ちに日常生活を営むことが困難な世帯に、災害救助法に基づき、生活必需品等を現物支給しま

す。 

   ・対象世帯  住家の被害が、罹災証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半

壊」、「準半壊」の判定を受けた世帯 

          ※保管された物や寄贈、汚れを落として使えるなど、必要最小限の生活必需品

等を調達し使用できる場合は対象外 

   ・対象物品  被服、寝具、衛生用品、台所用品など   

          ※詳しくは市ホームページ等をご覧ください。 

   ・申請方法  市地域福祉課（本庁舎１階）へ、申請書を郵送またはＦＡＸ等で提出してく 

          ださい。 

   ・申請期限  令和 6年 9月 17 日（火）まで 市地域福祉課必着 

   ・注意事項  ・本制度は、現金を給付する制度ではありません。 

          ・住家の被害及び世帯人数によって、申請限度額が定められています。 

          ・申請書の審査の後、市が物品を購入します。物品の調達ができ次第、支給品

送付先へ配送します。 
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          ・申請は「申請限度額」の上限に達していなくても、１世帯につき１回限りです。 

          ・罹災証明書の発行待ち等で申請期限に間に合わない場合は、ご相談ください。 

 

              

   ※ 加筆修正した部分に下線あり 


